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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

１ 世界の食糧需給の ○ 世界の穀物需給は、ここ数年で激変。需給はひっ迫して国際価格は高騰。国内消

変化と我が国水田農 費を優先して輸出規制を行う国も増加。

業のあり方

○ これは、主として

・ 中国やインド等の人口超大国の経済発展等による食料需要の増大

・ 世界的なバイオ燃料の原料としての穀物等の需要増大

・ 地球規模の気候変動の影響による農業生産への影響

などの構造的要因によるもの。

ファンド資金の動向による影響も受けているが、過去の価格水準には戻れない状

況。

○ このため、食料安全保障が国民的テーマになってきたところ。国民は、中長期を

見越した食料自給力強化に強い関心。

○ 一方で、国内の主食用米の需要は年々減少し、水田の約６割で需要を賄えるため、

約４割の水田で生産調整（＝主食用米から他作物への転換）が必要な状況。この状

況は当分変わらないのではないか。

○ 世界の食料需給の変化の中で、将来にわたって日本国民に食料を安定供給してい

くためには、水田を最大限に活用して、自給率の向上につなげていく必要があるの

ではないか。

それには、水田で積極的に生産し販売していく作物を明確にすることが必要では

ないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

１ 世界の食糧需給の ○ 水田における麦・大豆・飼料作物の生産拡大には限界もあり、米粉用、飼料／Ｗ

変化と我が国水田農 ＣＳ用、輸出用、バイオエタノール用等の非主食用の米を生産し、確実に販売する

業のあり方 ことを本格的に考える必要があるのではないか。

そのことは、主食用米の機械・技術等が活用できるため、主食用米の生産コスト

の低減にもつながるのではないか。

農業者をはじめとする関係者が真剣に取り組めるようにするには、これを国家プ

ロジェクトとして位置付け、継続的に着実に推進していく必要があるのではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

２ 非主食用米の販売 ○ 種々の非主食用米の需要を拡大・定着させていくことを前提に、そのための生産

の確立 ・流通の仕組みや支援の仕方を考えるべきではないか。

○ 非主食用米が軌道に乗れば、水田機能の最大限の活用が図られ、消費者にとって

も利益となるのではないか。

（１）米粉 ○ 米粉については、微細粉化等の製粉技術や米粉利用技術の発展により、パン・麺

・菓子など様々な食品への利用の可能性が広がってきている。

○ 米が小麦並み価格で供給されれば、更なる技術開発や製品開発が急速に進展する

のではないか。

○ 小麦の国際価格の高騰等により、消費者・食品メーカー・スーパー・外食産業等

の米粉に対する関心も非常に高くなってきている。

○ これまでは米粉の生産・利用は地方の中小企業等に限定され、数量も年間６千ト

ン程度にとどまっているが、小麦の輸入量が500万トン程度あることを考えれば、需

要拡大の可能性は大きいのではないか｡

○ 米粉については、産地・米粉メーカー・パン／麺／菓子メーカー・スーパー・外

食産業等の連携によって確実に利用する体制を確立していくことが、何よりも重要

ではないか。また、それを前提として施設整備も必要ではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（１）米粉 ○ 米粉の需要を拡大・定着させていくためには、原料米を小麦並みの価格で供給す

ることを前提として、生産・流通の仕組みや支援の仕方を考えるべきではないか。

○ そのためにも、産地における低コスト生産のための取組（多収品種・直播・機械

の効率利用等）を進めていくことが必要ではないか。

○ 米粉を原料とするパン・麺等が定着するには、味・価格・販売戦略が重要ではな

いか。

○ 米のもつ機能性（食物繊維、フィチン酸（制がん・抗酸化性等）、γ-オリザノー

ル（コレステロール抑制等）、フェルラ酸（抗酸化性・紫外線吸収等）等）を明確に

説明し、新たな食品原料としての評価を高めていくことも必要ではないか。

○ 品種面では、米粉製品ごとにそれに適した品種の開発を進める必要があるのでは

ないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（２）飼料米・ＷＣＳ ○ トウモロコシの国際価格の高騰等により、飼料米・ＷＣＳへの畜産農家等の関心

（稲発酵粗飼料） が非常に強くなってきている。

○ 飼料用トウモロコシ輸入量が1,200万トン程度あることを考えれば、畜種ごとの米

の配合割合の限界を考えても、相当規模の飼料米需要があるのではないか。

○ ＷＣＳは、輸送コスト等を考えれば、近くに牛農家がいることが前提となるが、

可能なところは、地域内の耕畜連携体制を整え、ＷＣＳを拡大すべきではないか。

○ ＷＣＳの推進には、収穫・包装のための機械を低コストで安定的に確保できるよ

うにすることも必要ではないか。

○ 飼料米はトウモロコシ並みの価格で供給することを前提として、生産・流通の仕

組みや支援の仕方を考えるべきではないか。

○ そのためにも、低コスト生産のための取組（多収品種・直播・機械の効率利用・

水田の２回利用等）を進めていくことが必要ではないか。

○ 飼料米を低コストで確実に供給するためには、産地・集荷業者・配合飼料メーカ

ー等の連携が重要であり、また、専用サイロ、バラ輸送のための施設をはじめとす

る集荷段階、配合飼料メーカー段階等の施設整備も必要ではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（２）飼料米・ＷＣＳ ○ 飼料米・ＷＣＳともに、安定多収性（飼料米なら１トン／10ａ以上）のある品種、

（稲発酵粗飼料） 低コスト生産できる品種（耐病･直播適性等）、主食用米と識別可能な品種、各地域

の栽培環境に対応できる品種等の開発を急ぐ必要があるのではないか。

○ また、必要量の専用種子を確実に供給できるよう、種子の増殖･配布体制を整える

べきではないか。

○ 家畜への給与方法を、畜種ごとに工夫していくことも必要ではないか。

○ 米を給与した畜産物であることを前面に押し出して、消費者の高い評価を得てい

る事例も出ており、こうした取組を拡大していくことが必要ではないか。

○ 飼料米が主食用米に横流しされないようにしていくことも必要ではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（３）輸出 ○ 近年の東アジア地域における経済発展等を背景に、日本産米の輸出は増加傾向で

推移しているものの、年間１千トン程度にとどまっている。

○ 国ごとに市場の状況は異なっており、販路開拓に向けた市場調査、広報活動等を

実施しているところ。

○ 国ごとにその市場状況を踏まえて戦略方針を定め、粘り強く進めていくことが必

要ではないか。

○ 精米の形態のみにこだわらず、無菌米飯等、米の加工品を含めて日本米をアピー

ルしていく必要があるのではないか。

○ 米と高機能の炊飯器をセットで普及させていくことも有効ではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（４）バイオ ○ バイオエタノールを始めとするバイオ燃料については、法案も成立し、政府とし

エタノール ても、施策を推進しているところ。

○ バイオ燃料は、最近の穀物の国際価格の上昇の要因の一つともなっており、食料

供給に影響を及ぼさない形で進めることが必要ではないか。

○ そのためにも、セルロース系など食用には適さない農産物、食料生産過程の副産

物のような原料の活用を中心に考える必要があるのではないか。ただし、食用農産

物についても技術開発は必要であり、実験プラントは進めていく必要があるのでは

ないか。

○ 稲を利用したバイオ燃料の普及には、コスト低減が必要不可欠であり、超多収品

種等の技術を開発していくべきではないか。

○ 日本のエネルギーを農業者が支えていると思えば、農業者のモティベーションは

上がるのではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

３ 米の低コスト生産 ○ 米国等に比べて割高な生産コスト（物財費で日本は米国の３倍程度）を下げるこ

の確立 とが、農業者の所得の向上を図る上で極めて重要ではないか。

特に、非主食用米を定着させるには、これが必須ではないか。

（１）米の品種開発 ○ これまでの多収品種の試験研究の結果、ＷＣＳで10ａ当たり２～３トン、飼料米

で10ａ当たり800kg台の品種は開発されているところ。

○ 米の産地ごとの気象条件に合った安定多収品種の開発、収量の増大、主食用米と

の識別性の向上、耐病性・耐冷性の向上等が課題。

試験研究機関においては、飼料米の単収として５年後１トン、10年後1.5トンを目

指しているところ。

○ 産地ごとに適した品種を選択し、必要量の種子を確保できるよう、種子の増殖体

制を整備していくことも必要ではないか。

○ 米粉用の品種としては、麺に適する高アミロース米等、用途に応じた品種の開発

も進められてきたところ。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（２）直播技術 ○ 直播技術は、湛水・乾田ともに技術としては一応確立しているところ。（ほぼ全県

に県のマニュアルが存在）

○ ただし、農業者レベルの現場技術として定着しているとはいえず、福井・岡山等

では１割程度の水田で直播を導入しているものの、全国的には１％程度の導入にと

どまっているところ。

○ 直播技術を活用すれば、労働時間で２割程度、生産費で１割程度の縮減が可能。

○ 育苗作業等の省力化のほか、作期の分散により規模拡大がしやすくなることも大

きなメリット。

○ ほ場の大区画化や分散錯圃の解消が進めば、更に直播の効果は大きくなる。

○ 非主食用米生産への直播技術の導入を機に、直播技術を全国的に普及すべきでは

ないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（３）生産資材 ○ 経営費に占める機械コストのウェイトは高く（４分の１前後）、これのコストダウ

（機械・肥料・農薬） ンが重要ではないか。

○ 実質的な耐用年数が長く、基本性能に重点を置いた、担い手向けの農業機械の提

供が重要ではないか。

○ 農業機械については購入だけではなく、リース・レンタル方式での提供など農家

の選択肢を広げていくことが必要ではないか。

○ 担い手の育成や規模拡大、農業機械の共同利用等を通した農業機械の効率利用を

推進することが必要ではないか。

○ 肥料・農薬については、土壌診断・病害虫発生予察等を踏まえた適正な使用を進

めるとともに、肥料の銘柄の集約や物流合理化等の低コスト化を図る必要があるの

ではないか。

○ 機械・肥料・農薬ともに、国内市場の縮小が想定される中で、国内メーカーのも

のづくり基盤の維持・強化を図り、担い手向けの供給を引き続き確保できるように

していくことも必要ではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

（４）借地料・土地改 ○ 10ａ当たりの経営費は、0.5ha未満層で11万円、５ha以上層で6.7万円程度であり、

良負担金 経営規模拡大は、コスト削減の有効な手法。

○ 経営面積に占める借入地のシェアは年々拡大し、平成17年には約２割。

○ 水稲部門のある農家の経営を規模別にみると、大規模ほど借入地のシェアが高く、

３ha～５ha層で約４割、５ha以上層で約６割。

○ 実納小作料は年々減少し、平成18年は10ａ当たり15,500円（平成７年の約６割水

準）。ただし、地域ごとに差があり、東北・北陸は２万円程度。

○ 農地価格は借地料の100倍と経済合理性とは無関係な水準になっており、農地を購

入して経営することは無理な状況ではないか。

○ 農地利用の担い手への集積を図るためには、借り手にとってメリットのある借地

料水準が必要であるが、同時に貸し手にとっても貸付けのインセンティブのある水

準であることが必要ではないか。

○ 貸し手にとっては、土地改良、土地の維持管理に伴う負担がある程度まかなえる

水準であることが必要ではないか。

○ 土地改良事業については、今後とも、農家や地域への負担を考慮した限度工期を

示すことや、効果の得られないような事業費をかけることのないような制度運用が

必要ではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

４ 米を含めた農業経 ○ 先進的な米経営をみると

営の確立 ・ 自らの農作物の「有利販売｣（消費者直売を含めて、中間流通段階を省略した販

売）と「コスト引下げ」を軸として経営を展開している例が多い。

・ また、米の生産のみでなく、他作物との複合経営、販売・加工・外食への進出に

より、年間を通じて他産業並みの労働時間を投入し、他産業並みの所得をあげてい

る例が多い。

・ 消費者等の確実な販売先がいるため、生産調整を行わないケースもあるが、水管

理等、地域ぐるみの取組が必要な水田農業の実態を踏まえて、生産調整を実施しつ

つ、直接販売を行っている例も多い。

○ こうした先進的な事例を参考として、稲作農業者又は集落営農組織が経営を改善

し、また、地域・農協等もそれを支援していくことが必要ではないか。

○ こうした先進的な農業経営が一般化することが、水田農業の安定を図る上で重要

ではないか。

○ 既に米の生産額は畜産･野菜より小さくなっているにもかかわらず、依然として、

米の主産地を中心として米偏重の傾向が強いが、米も経営作物の１つととらえて、

複合経営により、農業経営を確立することを考えるべきではないか。
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項 目 こ れ ま で の 議 論 の 概 要 等

５ 米の流通と ○ 平成16年の食糧法改正により米流通がほぼ完全に自由化され、米流通の多様化が

価格形成 進む中で、コメ価格センターの上場数量、落札数量は大幅に減少し、平成９年に100

万トンあった落札数量は平成19年には４万トンに減少。

○ 売り手・買い手ともに顔の見える安定した確実な取引を志向する中で、入札とい

う取引方法には限界があるのではないか。

○ 一方で、新米の出回り時期における値頃感や産地品種銘柄間格差の形成、ある程

度販売が進んだ時点での値頃感の調整という意味で、依然としてコメ価格センター

の必要性はあるのではないか。

○ 需給動向の把握や水田経営所得安定対策（収入減少影響緩和対策）等との関係で、

これまでコメ価格センターの価格は重要な役割を果たしており、コメ価格センター

の取扱量が少なくなる中で、相対取引の価格動向を的確に把握できるシステムを作

っていく必要があるのではないか。

全農等の集荷業者又はその団体が定期的に相対取引価格を一定のルールに基づい

て公表するのも一つの方法ではないか。

６ 今後の進め方 ○ 上記のいずれのテーマについても、本検討会等で更に議論を深め、実体的にワー

クする米システムを作り上げていくことが必要ではないか。


